
病院の概要 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 

  長崎県島原病院 

病院理念  「患者さん本人の立場にたった医療」 

 

 << 病院指針 >> 

    １．早期診断、早期治療、早期リハビリテーションを医療の基本指針とします。 

 

    ２．診療にあたっては、インフォームド・コンセントを基本にして、患者中心の 

      医療を展開します。 

 

    ３．早期退院と医療の継続を目的に病診連携、保健、福祉の連携など、地域につながる 

チーム医療を展開します。 

 

    ４．地域医療を支援する施設として、常に医療水準の向上に努めます。 

 

    ５．経営基盤の確立に努め、協働、相互扶助、相互啓発を職場の規範として活力ある 

病院づくりを進めます。 

Nagasaki Prefecture Shimabara Hospital 
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□長崎県病院企業団について   
 

１．長崎県病院企業団とは   

    長崎県と島原地域、五島地域、対馬地域及び壱岐地域の市町が一体となって病院を経営す

ることにより、県民の健康な生活を確保することを目的として設立された地方自治法上の特別地

方公共団体（一部事務組合）です。職員の身分は地方公務員です。 

 

２．長崎県病院企業団の構成団体   

    次の１県と６市１町で構成されます。 

（１）長崎県 

（２）市町 

（ア）島原地域：島原市・南島原市・雲仙市 

（イ）五島地域：五島市・新上五島町 

（ウ）対馬地域：対馬市 

（エ）壱岐地域：壱岐市 
 

３．長崎県病院企業団の組織   

 
(注)   

１．議会は、関係市町議会議員９名、県議会議員２名、県職員３名の計１４名で構成します。 

２．病院企業団の運営方針等、重要な運営事項について意見を述べる運営会議を設置します。 

    運営会議の委員は、県及び関係市町の長で構成します。 

３．島原、下五島、上五島、対馬地域及び壱岐地域に、病院運営について意見を述べる機関として、病院運営協議会を設置します。 

協議会の委員は、関係市町の議員、職員、地域住民代表者等で構成します。 

 

企 

業 

長 

 

副

企 

業 

長 

精神医療センター 

本部            
総務部(総務人事班・経営管理班・ 

    経営分析班) 

医師センター 

島 原 病 院 

五 島 中 央 病 院 

上 五 島 病 院 

対  馬 病 院 

奈留医療センター 

有川医療センター 

奈良尾医療センター 

議    会 

監査委員 

運営会議 

壱 岐 病 院 

富 江 病 院  

上 対 馬 病 院  
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【病院概況】 
１．所在地等     長崎県島原市下川尻町７８９５番地 

島原鉄道「島原外港駅」下車、徒歩５分    島鉄バス「島原病院」下車 

電話   0957-63-1145    FAX   0957-63-4864 

２．施設概要 

  （１）病床数     ２５４床（一般病床：２５０床（うちＩＣＵ８床）、 感染症病床：４床） 

  （２）敷地等     建築面積：4,641 ㎡、 延床面積：20,141 ㎡、 敷地面積：36,344 ㎡ 

  （３）構造等     鉄骨鉄筋コンクリート造  地下１階／地上 5 階・塔屋２階 

  （４）駐車場     約３９０台 

３．診療科目（１７科） 

  （１）常設科（１５科）：内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、血液内科、外科、整形外科、脳神経外 

科、小児科、眼科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科 

（注）眼科は H19.7～休診中 

  （２）非常設科（２科）：皮膚科、耳鼻いんこう科 

（注）皮膚科は H17.3～休診中 

４．沿革 

   昭和４１年  ４月   「長崎県立島原温泉病院」として開設（３００床） 

   昭和５８年  ７月   救急告示病院（厚生省令）となり救急医療を実施 

   平成  ８年１２月   「災害拠点病院（地域災害医療センター）」の指定 

   平成１４年  １月   新病院開設（２５４床）、 名称を「長崎県立島原病院」に変更 

   平成１６年  ４月   「地域医療支援病院」の指定(国立長崎医療ｾﾝﾀｰに次ぎ県内 2 番目) 

   平成１７年  ７月   日本医療機能評価（Ｖｅｒ4.0）の認定 

   平成１８年 １１月   強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）実施機関としての届出 

   平成１９年  １月   「地域がん診療連携拠点病院」の指定 

平成２０年  ７月  ＤＰＣ病院へ移行 

平成２１年  ３月   「高次脳卒中センター」に認定 

            ４月  運営主体が「長崎県」から「長崎県病院企業団」へ移行、「長崎県島原病院」へ名称変更 

               看護体制 7：1 導入 

  平成２２年  ６月   「新病院情報システム（電子カルテ）」の稼働 

           ９月  日本医療機能評価（Ver6.0）の更新 

  平成２３年  ４月  ＣＴを最新機種（管球２台装着）へ更新、 ＭＲＩの２基目導入（ＭＲＩ棟増築）  

  平成２５年  ４月  ＩＣＵの増床（４→８床へ）  

  平成２６年 １０月  ５階南病棟を「地域包括ケア病棟」として運用開始  

  平成２７年 １１月  病院機能評価（３ｒｄＧ：Ｖｅｒ1.1）の認定 

  平成２８年  ４月  「院内保育所」開設 

  平成２９年  ４月  第１ＭＲＩを３テスラへ更新 

           ６月  365 日リハビリテーションの実施 

  平成３０年  ４月  「医療情報システム（電子カルテ等）」の更新 

５．病院の特徴 

  ○地域医療支援病院(H16,4～) 

    ・地域のかかりつけ医への支援及び役割分担と連携による地域医療の充実 

○救急及び急性期医療の提供(S58,7～) 

  ・救急車受入件数年間約 2 千件 

    ・平均在院日数 15.5 日 （R1） 

・ドクターヘリの受入開始（H21,7～） 

○臨床研修指定病院 

○地域がん診療連携拠点病院(H19,1～) 

    ・ＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）の実施(H18,11～) 

    ・外来化学療法室の設置(H19,10～) 

○地域脳卒中センター(H30,4～) 
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基本診療料の施設基準等
　　　・急性期一般入院基本料１
　　　・超急性期脳卒中加算
　　　・診療録管理体制加算１
　　　・医師事務作業補助体制加算1　15対1
　　　・急性期看護補助体制加算　 50対1
　　　・看護職員夜間16対1配置加算１
　　　・療養環境加算
　　　・重症者等療養環境特別加算
　　　・無菌治療室管理加算１、無菌治療室管理加算２
　　　・栄養サポートチーム加算
　　　・医療安全対策加算１（注2　医療安全対策地域連携加算1）
　　　・感染防止対策加算１（注2　感染防止対策地域連携加算、注3　抗菌薬適正使用支援加算）
　　　・患者サポート体制充実加算
　　　・呼吸ケアチーム加算
　　　・後発医薬品使用体制加算１
　　　・データ提出加算２
　　　・入退院支援加算１（注4　地域連携診療計画加算）
　　　・認知症ケア加算３
　　　・ハイケアユニット入院医療管理料１
　　　・小児入院医療管理料５
　　  ・地域包括ケア病棟入院料２（注3　看護職員配置加算）

特掲診療料の施設基準等
　　　・がん性疼痛緩和指導管理料 　　　・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）
　　　・がん患者指導管理料イ・ロ・ハ 　　　・体外衝撃波胆石破砕術
　　　・院内トリアージ実施料 　　　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
　　　・夜間休日救急搬送医学管理料の注３に掲げる救急搬送看護体制加算１ 　　　・膀胱水圧拡張術
　　　・外来放射線照射診療料 　　    ・医科点数表第２章第10部手術の通則の16に掲げる手術

　　　・ニコチン依存症管理料 　　　・輸血管理料Ⅱ
　　　・療養・就労両立支援指導料の注２に掲げる相談体制充実加算 　　　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
　　　・開放型病院共同指導料 　　　・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
　　　・がん治療連携計画策定料 　　　・麻酔管理料（Ⅰ）
　　　・肝炎インターフェロン治療計画料 　　　・放射線治療専任加算
　　　・薬剤管理指導料 　　　・外来放射線治療加算
　　　・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 　　　・高エネルギー放射線治療
　　　・医療機器安全管理料１、医療機器安全管理料２ 　　　・１回線量増加加算
　　　・検体検査管理加算（Ⅱ） 　　　・強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）
　    ・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 　　　・画像誘導放射線治療（ＩＧＲT）
　　　・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 　　　・体外照射呼吸性移動対策加算
　　　・ヘッドアップティルト試験 　　　・定位放射線治療
　　　・長期継続頭蓋内脳波検査 　　　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算
　　　・神経学的検査 　　　・保険医療機関間の連携による病理診断
　　　・画像診断管理加算１ 　　　・病理診断管理加算１
　　　・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 　　　・悪性腫瘍病理組織標本加算
　　　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
　　　・外来化学療法加算１
　　　・無菌製剤処理料
　　　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）(注3　初期加算）
　　　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）(注3　初期加算）
　　　・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）(注3　初期加算）
　　　・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）(注3　初期加算）
　　　・がん患者リハビリテーション料
　　　・脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置交換術
　　　・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
　　　・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）（MRIによるもの）
　　　・乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネルリンパ節生検（併用）
　　　・乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ節生検（単独）
　　　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

その他
　　　・入院時食事療養(Ⅰ）
　　　・保険外併用療養費　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・酸素の購入単価

【施設基準等届出状況】
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【指定等の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

【病院機能】 日本外科学会外科専門医制度修練施設

がん診療連携拠点病院 日本消化器外科学会専門医制度修練施設

臨床研修指定病院 日本大腸肛門病学会認定施設

第二種感染症指定医療機関 日本乳癌学会関連施設

救急告示病院 日本臨床腫瘍学会認定研修施設

災害拠点病院 日本がん治療認定医機構認定研修施設

地域医療支援病院 日本緩和医療学会認定研修施設

地域脳卒中センター 日本感染症学会連携研修施設

ＤＭＡＴ指定病院 日本整形外科学会専門医制度研修施設

腎臓移植推進協力病院 日本アレルギー学会専門医準教育研修施設

日本医療機能評価機構認定病院 日本脳卒中学会研修教育病院

日本脳神経外科学会研修施設

【学会認定】 日本泌尿器科学会専門医教育施設

日本内科学会教育関連施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院

日本消化器病学会専門医制度関連施設 日本ペインクリニック学会専門医指定研修施設

日本呼吸器学会認定施設 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関

日本呼吸器内視鏡学会認定施設 日本放射線腫瘍学会認定協力施設

日本循環器学会専門医研修関連施設 日本病理学会研修登録施設

日本静脈経腸栄養学会ＮＳＴ稼働施設

日本理学療法士協会生涯学習制度臨床指導施設
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【機構図】（令和２年４月 1 日現在） 

診療部長
（放射線科）
（小幡史郎）

診療部長（兼）
（病理診断科）
（林徳眞吉）
診療部長（兼）
（整形外科）
（伊藤　茂）

（林診療部長兼務）

（伊藤診療部長兼務）

医療局長 診療部長 内科

（蒲原副院長兼務） （山西幹夫) 小児科

外科

（伊藤　茂） 整形外科

（林　之茂） 脳神経外科

（平島　定） 泌尿器科

（柴田茂樹） 麻酔科

 副   院   長 （林　徳眞吉） 病理診断科

（蒲原行雄） （皮膚科）

（耳鼻いんこう科）

臨床工学室

  院      長 放射線科

（木下明敏）

検査科

事 務 部 長
リハビリテーション科

（山﨑　司）

輸血班

栄養班

（蒲原副院長兼務） 感染管理対策班

診療看護師

地域脳卒中センター長 地域脳卒中センター

薬局

地域医療支援センター 副センター長 地域医療連携室

（平島診療部長兼務） （松尾副看護部長兼務） 医療相談室

医療安全管理室長 医療安全管理班

外来

診療情報管理室長 診療情報管理室

看護部長 副看護部長 ３階東病棟

（田中静子） （小松美佳） ４階東病棟

（松尾美津子） ４階南病棟

５階東病棟

５階南病棟

ＩＣＵ

医事係

手術

総務課長 総務係

（井上浩一） 財務係
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【職員数】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【患者の状況】 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

【診療実績】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 非 臨 合計

医師 30 5 0 35

医療技術員 60 8 0 68

看護師 198 17 12 227

現業職員 0 2 0 2

事務職員 17 19 11 47

ﾄﾞﾞｸﾀｰｸﾗｰｸ 0 23 0 23

その他 0 11 13 24

合計 305 85 36 426

（注） ５月１日現在数

R2
区分

延べ患者数 70,408 79,238

１日平均 192.9 216.5

延べ患者数 59,982 58,974

１日平均 245.8 245.7
外 来

H31区          分

入 院

R1

○手術 （単位：件）

外科 494 493

整形外科 521 559

脳神経外科 151 141

内科（腹腔鏡） 0 0

泌尿器科 180 224

その他 1 2

合計 1,347 1,419

H31区          分 R1



長崎県島原病院群卒後臨床研修プログラム（募集要領） 

 

【プログラムの特徴】 

 中規模病院として小回りが利き、内科系はもちろんのこと外科系も一緒になって診療を行ってお

り、診療科の壁が全くない。熱い指導医のもと少数精鋭の研修医で、２年間継続して研修目標に向

かって多くの症例数を経験できる。また、研修医の特徴に合わせたフレキシブルな対応が可能。 

 

【応募要領】 

  応募人員：５名 

  応募資格：令和３年３月医師免許取得見込者（国家試験合格後正式採用） 

       医師免許取得者 

応募要領：下記書類を添えて配達記録郵便または直接本院に持参すること。              

       ①履歴書（市販のもの、写真貼付）     ※応募書類の返却はしません。 

       ②卒業（見込）証明書 

       ③医師免許取得者は、その写し 

       ④成績証明書 

       ⑤健康診断書（ただし、採用決定時でも可） 

  応募締切：随時 

   

書類提出先：〒８５５－０８６１ 長崎県島原市下川尻町７８９５ 

                長崎県島原病院 総務係 臨床研修担当 

      電話：0957-63-1145 内3７２  ＦＡＸ：0957-63-4864 

 

【選考】 

  選考方法：面接 

選 考 日：各人へ当院より別途連絡します。 

開催場所：長崎県島原病院  

 

【処遇】 

  処遇：研修医（非常勤職員） 

給与：月額 １年次 約３５９，０００円 ２年次 約４４０，０００円 

（ただし、宿日直手当含む。１年次１万円×４回＝４万円、２年次２万円×４回＝８万円） 

宿日直手当：１年次１０，０００円/回、２年次２０，０００円/回 月４回程度 

  時間外手当：給与・宿日直手当とは別に支給する 

  住宅手当：有（上限２７，０００円） 

  通勤手当：有（上限４５，０００円） 

  勤務時間：８：４５～１７：３０ 

  休日：土、日、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

  休暇：有給休暇年１０日間 他に忌引休暇等有り 

社会保険・労働保険：政府管掌健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険、雇用保険 

宿舎の有無：有 

  健康管理：職員健康診断（年２回） 

  被服：必要に応じて措置する 



 
 
 

① 宿舎 

所 在 地：島原市下川尻町７８９５番地（島原病院敷地内） 

建 物：２階建て（２階部分：４部屋）（１階は院内保育所） 

平成２８年４月 ☆新築☆ 

部屋の広さ：１ＤＫ（フローリング） 

設 備：クーラー・ウォシュレット・追い焚き機能・ 

照明、オール電化 

家    賃：12,000円／月 

駐 車 場：有 

※消防設備点検が年に２回あります。（業者が立入ります） 

 

 

② 斡旋住宅 

所 在 地：島原市新湊 2丁目1713-1（病院から車で５分） 

建 物：４階建て（16戸） 

平成２５年４月リフォーム済 

部屋の広さ：３LＫ（フローリング） 

設 備：クーラー２台・ウォシュレット・追い焚き機能・ 

照明、ドアモニタ 

家    賃：39,000円／月（住居手当あり。自己負担２万円程度） 

駐 車 場：２台（縦列駐車）料金は家賃に含む 

仲 介 業 者：丸富不動産（島原市新湊 2丁目丙2130-1） 

       電話 0957-62-2382 

      ※敷金、礼金なし。 

宿舎のお知らせ 
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